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口腔の健康状態を維持するために、かかりつけ歯科医への定期的な受診が重要で
す。

時間の経過とともに口腔内の形態変化や衛生面の悪化が起こります。

例えば、ぴったり合っている入れ歯だったとしても、時間の経過とともにアゴがやせた
り、入れ歯の人工歯の部分がすり減ったりして、かみ合わせが悪くなるなど、入れ歯が
合わない状況に変化していきます。

また、歯を失う原因の歯周病ですが、歯に残った歯垢が石灰化して歯石としてたまり
はじめ、徐々に歯を支える骨や歯ぐきに影響を及ぼします。専門的なケアをせず1年以
上放置すると、歯周病の進行は避けられない状況となるおそれがあります。

口腔衛生不良により、誤嚥性肺炎のリスクが高まることも考えられるため、専門的ケ
アの実施と個々のセルフケアの習慣化や意識向上が必要と考えられます。

受診をすることで、こういった様々な問題の解決や悪化する前の予防ができます。
受診により、個々に合った口腔機能向上に対する助言ももらえる場合もあります。
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かかりつけ歯科医をもち、年１回以上の定期受診で健康づくりをすすめていきましょう。
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口腔の健康状態が良好であれば、①～⑦のように自分らしい暮らしや健康を保ちや
すくなることがわかっています。
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それでは、口腔・栄養スクリーニング加算についてお伝えします。
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総合事業の介護予防通所介護相当サービスにおいても、通所介護と同様に、口
腔・栄養スクリーニング加算が新設となっています。
利用開始時及び利用6か月ごとに実施した場合（１）又は（２）のどちらかの算定となり

ます。
また、他の事業所で既に算定している場合は算定しません。
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（１）は口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）についてです。

口腔の健康状態と栄養状態の両方の確認だけではなく、スクリーニングの情報を地
域包括支援センター職員又はケアマネジャーへ提供していることが算定には必要です。
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（２）は口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）についてです。
栄養改善加算を算定の場合は口腔の健康状態の確認を行うこと、
口腔機能向上加算を算定の場合は栄養状態の確認を行うことのいずれかになります。

また、（１）と同様にスクリーニングの情報を地域包括支援センター職員又はケアマネ
ジャーへ提供していることが算定には必要です。
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次に口腔・栄養スクリーニング加算の留意事項についてお伝えします。
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留意事項の内容は通所介護と同様です。
次頁以降をご覧ください。
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留意事項の１つめは、下線部「利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として
行われること」です。

ケアマネジメントの一環ですので、先にもお伝えしましたが、担当の地域包括支援セン
ター職員又はケアマネジャーへスクリーニングの情報を提供します。
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口腔の健康状態と栄養状態は密接に関連していますので、必ず両方のスクリーニン
グを行います。
但し、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）の場合は、先にお伝えしたとおりです。
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③ イ の口腔スクリーニングの項目は３つです。
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ロ は栄養スクリーニングの項目４つです。
ａのＢＭＩは体重と身長から求めますので、身長の測定をお願いします。

円背の方は、柔らかいメジャーを使用しての測定が望ましいですが、難しい場合は、過
去の身長を確認します。
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④には、口腔・栄養スクリーニング加算を行う事業所は、原則変更せず同一事業所
が継続的に実施することが記載してあります。

⑤は、スクリーニングの情報を地域包括支援センター職員又はケアマネジャーへ提
供し、検討の結果、栄養改善や口腔機能向上のためのサービスが必要となった場合
は、ケアプランに基づきスクリーニング加算の算定月からでも栄養改善加算や口腔機
能向上加算が算定できることが示されています。
判断については、23コマ目をご確認ください。
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次に介護保険最新情報Vol.936から、口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的
考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について確認をします。
これまでの説明と重なる部分もありますがご承知おきください。
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基本的考え方になります。今回の加算は、これまでの栄養スクリーニングの見直しを
行ったものです。
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口腔の健康状態と栄養状態のスクリーニングを一体的に実施する理由として、例え
ば、噛む力が弱まると食事量が減ることで、栄養素が不足し、低栄養のリスクが高まる
ことが示されています。
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２（１）ア、イはご覧のとおりです。
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ウ、エはご覧のとおりです。
但し、総合事業では複数の通所型サービスの利用はありません。
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（２）①はご覧のとおりです。
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口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合に、かかりつけ歯科医を受診する
必要性については、「はじめに」の内容をご参照ください。
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③はご覧のとおりです。
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別紙様式６は介護保険最新情報Ｖｏｌ.936をご覧ください。

厚生労働省ＨＰから様式データ（word）がダウンロードできます。
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参考についても、介護保険最新情報Vol.936をご覧ください。

以上で口腔・栄養スクリーニング加算の説明を終了します。

ご質問は、別紙 地ケ-１ に記載し、ＦＡＸにて地域包括ケア推進課へ
０２６－２２４－８５７４ へお寄せください。

改めて回答します。
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